
●対象者 23価の高齢者肺炎球菌予防接種（自費接種を含む）を受けていない市民で、次のいずれかに当てはまる人
◇65歳以上の人（接種日年齢）
◇60歳から64歳までで予防接種診断基準を満たすと医師が判断する人（注）
（注）：障がい１級程度の心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫のいずれかの機能で、

日常生活の活動が極度に制限される程度の障がいがある場合

接種までの流れ
①申請
●窓口での申請

●送付での申請
申請書（市ホームページからダウンロード）を申請先に送付してください。

●電子での申請
市ホームページまたは右の申込フォームから申請してください。

②決定通知書を受け取って病院に予約
●決定通知書の有効期限　令和８年３月31日㈫
●市内の実施医療機関 ５ページ参照
※ワクチンの在庫状況などによっては、すぐに接種できない場合があります。

③決定通知書を持って病院に行く

●申請と問い合わせ先
健康課感染症対策担当〔〒816-0932　瓦田４-２-１　すこやか交流プラザ内〕　☎（501)2222

高齢者の肺炎球菌予防接種
事前申請・病院予約が必要です

◇市役所１階　福祉サービス案内コーナー
◇すこやか交流プラザ

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時半～午後５時

申請時にその場で発行

◇本人が申請する場合
住所・氏名・生年月日が確認できるもの
（マイナンバーカードや運転免許証など）
◇代理人が申請する場合
委任状・代理人の住所・氏名・生年月日が確
認できるもの
（マイナンバーカードや運転免許証など）

午前９時～午後９時（毎月第３火曜日、12月28
日～１月４日を除く）

申請日から１週間後に発行

地域行政センター
（各コミュニティセンター内）場所

受付時間

必要なもの

決定通知書
受け取り

◇委任状の作成年月日
◇委任者（接種を受ける人）の氏名（署名）
◇代理人の住所・氏名
◇委任の内容（高齢者肺炎球菌予防接種実
施申請）

委任状記載項目

接種時に必要なもの
◇高齢者肺炎球菌予防接種決定通知書、予防接種済証
の様式（申請後に渡します）

◇本人確認書類（健康保険証など）
◇健康手帳（持っている人のみ）
◇自己負担金　3000円

※市民税非課税世帯、生活保護世帯は無料（未申告の人
は申請前に市税課に申告してください）。次に記載する時
期に転入した人が、料金免除を希望する場合は、課税状況
の確認書類が必要ですので、事前に問い合わせてください。
◇５～６月の申請　令和６年１月１日以降に転入した人
◇７月以降の申請　令和７年１月１日以降に転入した人
※接種後の申請や払い戻しはできません。

電子申請ページ

高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関（４月末時点）

所在地 電話番号実施病（医）院名
（595)0595
（595)2323
（558)8777
（596)2344
（596)4823
（596)4588
（558)5755
（595)1151
（404)0067
（589)2555
（596)4878
（501)7586
（595)2626
（558)3304
（573)0127
（572)6266
（586)7534
（591)3928
（591)5525

筑紫南ヶ丘病院
はまだ内科医院
平田医院リハビリテションクリニック
いで耳鼻咽喉科
西山内科医院
たなか夏樹医院
うえだ小児科クリニック
誠愛リハビリテーション病院
けいゆうメディカルクリニック
倉岡内科クリニック
しらち内科クリニック
ゆうおう内科
さもと脳神経外科クリニック
おひさま内科・循環器内科
天野内科循環器科医院
ふかうみ内科
つじファミリークリニック
あしざわ内科クリニック
市川クリニック

大字牛頸
若草３丁目
南ケ丘３丁目
南ケ丘４丁目
緑ケ丘３丁目
旭ケ丘２丁目
月の浦１丁目
南大利２丁目
紫台
月の浦１丁目
上大利５丁目
下大利１丁目
上大利５丁目
瑞穂町４丁目
下大利１丁目
下大利２丁目
東大利３丁目
白木原１丁目
白木原１丁目

南
地
区

中
央
地
区

所在地 電話番号実施病（医）院名

東
地
区

北
地
区

中
央
地
区

ゆう心と体のクリニック
井本内科小児科医院
原病院
原外科医院
おおりん病院
あけぼのクリニック
金澤整形外科医院
井上内科医院
ありかわ内科クリニック
かんた内科医院
金山医院
乙金病院
博多心臓血管病院附属総合クリニック
松坂内科クリニック
喜多村クリニック
街のひかり病院ハピタル
きよみず内科クリニック
宇都宮内科医院
佐野クリニック

白木原１丁目
白木原３丁目
白木原５丁目
白木原５丁目
中央１丁目
曙町１丁目
瑞穂町１丁目
大城３丁目
大城３丁目
中２丁目
大池２丁目
乙金東４丁目
乙金２丁目
錦町３丁目
錦町４丁目
筒井１丁目
筒井３丁目
御笠川２丁目
山田２丁目

（584)1501
（581)1421
（581)1631
（591)2122
（581)1445
（585)8503
（572)7288
（587)0270
（580)8255
（513)0120
（504)2262
（503)7070
（586)5432
（502)2100
（581)6640
（501)1111
（586)5836
（982)3113
（581)3695
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地区 氏名

南

中央

井石　昭男

中村　恵子

い せき　　あき お

なかむら　 けい こ

吉本　光男
よしもと　 みつ お

地区 氏名

東

北

石丸　礼子

⻆南　敏子

本多　桂子

澁田　秀美

いしまる　　れい こ

す なみ　  とし こ

ほん だ　　 けい こ

しぶた　　 ひでみ

人権擁護委員
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